
連絡文書１

貸金業者の業務の適正な運営の確保について

昭和60年６月27日 事務連絡

全国貸金業協会連合会会長宛

貸金業者の業務運営については、貸金業規制二法に基づき「貸金業者の業務運営に関する基本

事項について」通達（昭和５８年９月３０日付蔵銀第２６０２号）を発出したところであるが、

先般、参議院決算委員会において別添のとおり決議がなされたので、この趣旨を踏まえ、貸金業

協会の会員に対して法令、通達の一層の周知徹底を図り、貸金業者の業務の適正な運営が確保さ

れるよう傘下貸金業協会に対する指導方よろしくお願いしたい。

（別添）

○ 参議院決算委員会決議（昭和６０年６月１５日）

貸金業規制二法が施行されて１年半を経過したが、いまだに過剰貸付けの事例がみられ、

返済能力のない一部の債務者に悲惨な事態が生じており、さらに信販会社など複数のクレジ

ット業者から多重・多額な貸付けが行われ、社会的な問題となつていることは遺憾である。

政府は、貸金業規制二法の厳正な運用を図るとともに、クレジット業者の貸付けを含め過

剰貸付けが行われないよう指導することにより、関係省庁間の緊密な連携の下に多重債務者

の問題の防止に努め、利用者の保護に万全を期すべきである。



連絡文書２

登録更新申請及び業務の方法の変更に伴う変更届出の取扱い等について

昭和61年５月23日 事務連絡

各財務（支）局理財部金融（第１・第３）課長、

沖縄総合事務局財務部理財課長宛

標記のことについて、社団法人全国貸金業協会連合会（以下「全金連」という。）から、傘下

都道府県協会に対し、別紙（写）のとおり、「登録更新申請及び業務の方法の変更に伴う変更届

出の取扱い等について」文書を発出し、その指導に万全を期している旨の報告がありました。

ついては、貴局管内における全金連及び管内協会の活動につき必要に応じ指導・助言を行うな

どご配慮よろしくお願いいたしたい。
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